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五台山公園整備事業説明会

日時：令和4年11月29日　10：00～12：00
場所：オーテピア4階研修室

五台山公園整備事業説明説明会次第

・五台山公園について
１．事業の概要

・公募設置管理制度（Park-PFI）について

２．公募対象公園施設及び特定公園施設の設置等に関する事項

３．公募の実施に関する事項等

４．公募の手続きに関する事項等

５．質疑応答

※様式に関する説明は省略

R4.11.29にHPに公表した資料について
・五台山公園利用状況
・展望施設取り壊し後のイメージ
・指針の修正部分の抜粋　　※P３三ノ台駐車場台数の修正



五台山公園の概要
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旧展望施設について
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【旧展望施設について】 
＜1F：未使用、2F：売店(閉店)、3F：カフェ(閉店)、屋上：展望スペース＞ 
＜構造：鉄筋コンクリート造、面積：延床面積　637.4㎡、海抜：141.5ｍ＞ 



県による現在の整備実施施設等の位置図
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指針P3の修正について
   当初：現行の大型5台、普通車9台（計14台）から大型3台、普通車21台（計24台）
修正後：現行の大型5台、普通車14台（計19台）から大型3台、普通車32台（計35台）



展望施設取り壊し後のイメージ
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五台山公園整備事業に
おいては・・・
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飲食店や売店などの便益施設
及び展望施設 

任意）園路や照明
必須）案内板、休憩所、門、
　　　　 樹木の伐採・植栽、駐車場 等

設置しない



項目 
公募対象公園施設

（飲食店や売店などの便益施設、
及び展望施設）

特定公園施設
（園路、照明　等）

左記以外の 
公園施設 

施設整備 
(設計含む) 

実施主体   認定計画提出者   認定計画提出者 

  高知県 費用負担   認定計画提出者（100％）
  認定計画提出者（10％以上）
　高知県（90％以下、
　　　　　　　138,000千円を上限とする ）

位置付け   基本協定により認定計画提出者が
　設置許可を受けて整備 

  認定計画提出者が整備し、
　高知県へ譲渡 

維持管理 

実施主体 　認定計画提出者   高知県   高知県 

費用負担 
認定計画提出者 
※設置管理許可を受けた土地の使用料
(1,400円/㎡・年　以上）についても負担 

  高知県   高知県 

位置付け   認定計画提出者が都市公園法に
　基づく許可を受けて設置、管理運営   高知県   高知県 

財産管理   認定計画提出者   高知県   高知県 

費用及び役割分担
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提案の範囲（公募対象公園施設、特定公園施設）
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工事 解体・撤去

設置許可期間  管理許可期間（10年） 管理許可期間

協議・設計 営業期間

管理許可期間（10年以内） 管理許可期間（10年以内）

認定有効期間（20年）

整備及び運営事業に係る協定期間

基本協定
R5.3月

実施協定
R6.3月

事業者が希望すれば、
更新可の期間

営業終了

供用開始
R7.4月

認定有効期間終了
R27.3月

公募設置等計画等の設置管理許可の期間（予定）
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公募の手続・審査について

R4.11.29以降のスケジュール

質問受付　　　　　　　　　　　～R5.2.３（金）

質問回答　　　　　　　　　　　期間内に受理したものについて随時HPに掲載 

公募設置等計画の受付　 　～R5.2.10（金）
（第一次審査）

参加資格結果通知　 　　　　～R5.３月初旬
（第一次審査）

公募設置等計画の評価　 　　R5.３月中旬
（第二次審査、プレゼンテーション及びヒアリング）

公募設置等予定者の通知　　R5.３月頃

公募設置計画の認定　　　　　R5.３月頃

基本協定の締結　　　　　　　　R5.３月頃

　・応募資格が条件に合致しているか
　・本指針に照らし、応募者からの提案が適切なものであるか
　・応募者が公募対象公園施設の運営を20年間継続することが、　
　　可能かどうか（財務諸表及び様式14「設備投資等計画書」、
　　様式15「収支計画書」による） を確認します。

　・応募者によるプレゼンテーションと審査委員からのヒアリングを行います。
　・審査委員会が評価の項目、内容に沿って評価します。
  ・提出書類の非開示を希望の場合は、様式20の提出が必要です。

第一次審査のポイント

第二次審査のポイント

Warning！

応募者が、本指針公示日から設置等予定者決定までの間に、審査委員に
本事業提案について接触を行った場合は、失格となることがあります！


